志布志市衛生自治会「家庭用生ごみ処理機購入費」補助金交付要領

（目的）
第1条　この要領は、生ごみの減量化及び堆肥化を推進するために設置する家庭用生ごみ処理機の購入費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

（交付の対象）
第2条　補助金の交付の対象は、家庭で使用するために市販の家庭用生ごみ処理機を購入した者で、市内に住所を有し、かつ居住しており、衛生自治会に加入しているものとする。
　　ただし、１世帯につき１回の交付に限る。

（補助金の額）
第3条　補助金の額は、１機当たり２０，０００円とする。
ただし、家庭用生ごみ処理機の購入本体金額が４０，０００円以下の場合、購入金額の２分の１に相当する額とする。

（補助金の申請）
第4条　補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期間内に補助金交付申請書（別記様式）に次に掲げる書類を添えて、志布志市衛生自治会長（以下「会長」という。）に申請しなければならない。
（１）領収書及び保証書の原本を添付（受付確認印後副本を添付）
（２）その他会長が必要と認める書類

（補助金の交付）
第5条　会長は、前条の申請があった場合は審査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金を交付する。

（補助金の取消し等）
第6条　会長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の取消し又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
（１）提出書類の虚偽記載をしたとき
（２）その他の不正な行為があったとき

　　　附　則
　この要領は、令和６年４月24日から施行する。
　　　附　則
　この要領は、令和７年５月９日から施行する。

（別記様式）
　　　　　　補　助　金　交　付　申　請　書
　　年　　月　　日

志布志市衛生自治会長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衛生自治会　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　

　家庭用生ごみ処理機を購入しましたので、補助金交付要領により、下記のとおり補助金の交付を申請します。
　
[bookmark: _Hlk167787801]（交付条件）
処理した生ごみは、加入の衛生自治会が管理しているごみステーションに配置してある専用のバケツに排出するか、家庭において、堆肥化などの自家処理を行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　交付申請額　　

２　添付書類　　領収書及び保証書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
振　込　依　頼　書
補助金につきましては、下記口座への振り込みを依頼します。
金融機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　
支　店　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
口座の種類　　　普通　・　当座　・　貯蓄　　
口座番号　　　　　　　　　　　　　　　　　
口座名義人　　　　　　　　　　　　　　　　　

